


～農林水産物認証取得支援事業（水産認証取得支援事業）補助金の申請について（ご案内）～

水産認証取得支援事業では、水産認証を新規取得、維持・更新される皆様に対し、認証の審査にかかる経費について、当該補助金の支援制度をご活用頂くことが可能となっております。
つきましては、申請をご希望される場合は、下記のとおり、補助金申請書類をご提出頂きますようお願いいたします。

１　補助事業の概要
　　（１）公益財団法人東京都農林水産振興財団では、持続可能性に配慮した漁業等を推進するため
水産認証取得に要する経費を補助します。

　　（２）補助対象経費と補助率は以下の通りです。
	対象とする水産認証

	以下の２つの認証制度の生産段階認証及び流通加工段階認証
ＭＥＬ　Ｖ２（Marine Ecolabel Japan：マリンエコラベル協議会）

	ＭＳＣ（Marine Stewardship Council：海洋管理協議会）

	事 業 区 分
	対 象 経 費
	補助率

	取得（初回審査）
	初回審査料
年間公示料
	2/3以内
※１

	定期審査、更新審査
	定期審査料
更新審査料
年間公示料
	


　※１　流通加工段階認証は、生産段階認証事業対象者以外の者が申請する場合は、
　　　　取得、定期審査・更新審査の区分を問わず、初回限り補助対象とし、１事業対象者
　　　　につき３０万円以内とする。

　　（３）事業対象者は以下の通りです。
	区 分
	事　業　対　象　者

	生産段階認証
	東京都漁業協同組合連合会及び、東京都内に所在する漁業者で、東京都内に所在する漁業協同組合に所属している者

	流通加工段階認証
	①上記生産段階認証を取得した漁業で漁獲された水産物を取り扱う水産物流通事業者
②上記生産段階認証を取得した漁業で漁獲された水産物を取り扱う水産物加工事業者等


２　申請の受付期間
　　令和4年4月１日～令和8年12月28日
※但し、令和9年2月28日までに事業が完了し、補助金受領まで完結すること。
事業完了及び補助金受領までが上記期間までに完結するよう、審査機関等と日程調整のうえ、早めにご申請頂きますようお願い申し上げます。
【注意事項】




３　補助金申請
（1） 補助金申請書類の提出方法について
電子申請では、Ｊグランツにより、以下の通り補助金申請書類を提出してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（2） 申請書様式の入手方法
Ｊグランツの補助金詳細画面にある「申請様式」からダウンロードしてください。

（3） 提出する申請書類
<生産段階認証>
1 別記第１号様式の１　【水産認証】補助金交付申請書（生産段階認証）
2 第２号様式　誓約書

<流通加工段階認証>
　　　①　別記第１号様式の２　【水産認証】補助金交付申請書（流通加工段階認証）
②　別記第２号様式　誓約書

その他、以下については、下記担当宛てに、書類をご郵送ください。
　ア　登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（原本）：発行後３ヶ月以内のもの
イ　定款
ウ　直前事業年度の決算（営業）報告

◎提出先
（公財）東京都農林水産振興財団　地産地消推進課　
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